
踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

改
良
す
べ
き
踏
切
道
の
指
定
に
係
る
道
路
管
理
者
（
以
下
「
踏
切
道
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
踏
切
道
密
接
関
連

道
路
の
道
路
管
理
者
（
以
下
「
密
接
関
連
道
路
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
代
わ
っ
て
特
定
道
路
改
良
を
行
う
場
合
に
代
行

す
る
密
接
関
連
道
路
管
理
者
の
権
限
、
当
該
権
限
の
う
ち
踏
切
道
道
路
管
理
者
が
代
行
に
当
た
っ
て
密
接
関
連
道
路
管
理

者
に
通
知
を
す
べ
き
も
の
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
指
定
踏
切
道
の
適
確
な
管
理
の
た
め
に
保
安
設
備
を
整
備
す
る
鉄
道
事
業
者
に
対
す

る
補
助
に
つ
い
て
、
補
助
の
対
象
と
す
る
鉄
道
事
業
者
の
要
件
、
補
助
を
行
う
都
道
府
県
又
は
市
町
村
及
び
補
助
の
限
度

を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

道
道
又
は
道
の
区
域
内
の
市
町
村
道
に
つ
い
て
、
踏
切
道
の
改
良
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
高
架
移
設
、
車
道
又
は
歩

道
の
拡
幅
そ
の
他
の
改
築
に
関
す
る
国
の
補
助
の
割
合
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
三
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
第
三
号
イ
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正

一

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
等
が
行
う
道
路
の
管
理
に
つ
い
て
の
道
路
法
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
、
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正

高
速
自
動
車
国
道
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
五

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

一
般
国
道
又
は
都
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
（
道
の
区
域
内
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
踏
切
道
の
改
良
の
た

め
に
必
要
な
道
路
の
高
架
移
設
、
車
道
又
は
歩
道
の
拡
幅
そ
の
他
の
改
築
に
関
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例

を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
第
三
項
第
三
号
イ
及
び
第
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
関
係
）



二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

日
本
道
路
公
団
等
の
民
営
化
に
伴
う
経
過
措
置
及
び
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正

管
理
有
料
高
速
道
路
に
係
る
道
路
整
備
特
別
措
置
法
等
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
七

国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正

踏
切
道
改
良
促
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
が
所
掌
す
る
事
務
と
し
て

改
良
す
べ
き
踏
切
道
及
び
災
害
時
の
管
理
の
方
法
を
定
め
る
べ
き
踏
切
道
の
指
定
等
に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
百
八
条
関
係
）

第
八

附
則

一

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

二

こ
の
政
令
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）


